
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
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エ
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一
部
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す
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案

参
照
条
文

○
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
六
月
十
七
日
法
律
第
六
十
九

号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

第
一
条(

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
題
名
の
改
正
規
定
、
同
法
の
目
次
の
改
正
規
定(

「
特
定
建
築
主
の
新
築
す
る
分
譲
型
一
戸
建

て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、
「
特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負

型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。)

、
同
法
第
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条
の
改

正
規
定
、
同
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六

章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
五
条
の
改

正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
七
十
八
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

、
第
四
条(

建
築
基
準
法
第
二
条
の
改
正

規
定(

同
条
第
十
七
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

、
同
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十

七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
六
条
の
七
の
改
正
規
定
、
同

法
第
八
十
七
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定(

「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第

三
号
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。)
に
限
る
。)

及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
八
条(

登
録
免
許
税
法(

昭
和
四
十
二

年
法
律
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
第
百
五
十
五
号
の
二(

一)

の
改
正
規
定(
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。)

及
び
同
号(

二

)

の
改
正
規
定(

「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。)

に
限
る
。)

及
び
第
九
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日


